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　学校保健法（昭和33年４月10日法律第56号）

（就学時の健康診断）
第四条　市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第十
七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内
に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

第五条　市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、
及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を
行う等適切な措置をとらなければならない。

（幼児、児童、生徒及び学生の健康診断）
第六条　学校においては、毎学年定期に、幼児、児童、生徒又は学生（通信による教育を受ける学生を除く。）
の健康診断を行わなければならない。

２　学校においては、必要があるときは、臨時に、幼児、児童、生徒又は学生の健康診断を行うものとする。

第七条　学校においては、前条の健康診断の結果に基き、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに
運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

（職員の健康診断）
第八条　学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
２　学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。

第九条　学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置
をとらなければならない。

　　
（出席停止）
第十二条　校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児、児童、
生徒又は学生があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

（臨時休業）
第十三条　学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うこと
ができる。

（保健所との連絡）
第二十条　学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合にお
いては、保健所と連絡するものとする。

　学校保健法施行令（昭和33年６月10日政令第174号）

（出席停止の指示）
第五条　校長は、法第十二条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにし
て、幼児、児童又は生徒（高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同
じ。）の生徒を除く。）にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこ
れを指示しなければならない。

２　出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。

（出席停止の報告）
第六条　校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を
学校の設置者に報告しなければならない。
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（法第二十条の政令で定める場合）
第十条　法第二十条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
　一　法第十二条の規定による出席停止が行われたとき。
　二　法第十三条の規定による学校の休業を行つたとき。

　学校保健法施行規則（昭和33年６月13日文部省令第18号）

（事後措置）
第七条　学校においては、法第六条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童
又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第
十六条に規定する保護者をいう。）に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準
により、法第七条の措置をとらなければならない。

　一　疾病の予防処置を行うこと。
　二　必要な医療を受けるよう指示すること。
　三　必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
　四　療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。
　五　特別支援学級への編入について指導と助言を行うこと。
　六　学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。
　七　修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。
　八　机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。
　九　その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。
２　前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基く措置については、当該健康診断に当つた学校医その
他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基いて、
とるものとする。

（保健調査）　
第八条の二　法第六条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校
においては入学時及び必要と認めるとき、小学校以外の学校においては必要と認めるときに、あらかじめ幼
児、児童、生徒又は学生の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。

（事後措置）
第十三条　法第八条第一項の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の
結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び
医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。

２　学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第九条の措置を
とらなければならない。

　「A」休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。
　「B」勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過
　　勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

　「C」超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。
　「D」勤務に制限を加えないこと。
　「１」必要な医療を受けるよう指示すること。
　「２」必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
　「３」医療又は検査等の措置を必要としないこと。

（伝染病の種類）
第十九条　学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。
　一　第一種　エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マール　　　　　　
　　　　　　ブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア及び重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナ
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　　　　　　ウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）
　二　第二種　インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核
　三　第三種　コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急
　　　　　　性出血性結膜炎その他の伝染病

２　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第六条第七項に規定
する指定感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の伝染病とみなす。

（出席停止の期間の基準）
第二十条　令第五条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、次のとおりとする。
　一　第一種の伝染病にかかつた者については、治癒するまで。
　二　第二種の伝染病（結核を除く。）にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他
　の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

　　イ　インフルエンザにあつては、解熱した後二日を経過するまで。
　　ロ　百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。
　　ハ　麻疹にあつては、解熱した後三日を経過するまで。
　　ニ　流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
　　ホ　風疹にあつては、発疹が消失するまで。
　　ヘ　水痘にあつては、すべての発疹が痂皮化するまで。
　　ト　咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
　三　結核及び第三種の伝染病にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において伝染のおそ
　れがないと認めるまで。

　四　第一種若しくは第二種の伝染病患者のある家に居住する者又はこれらの伝染病にかかつておる疑がある
　者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の　医師において伝染のおそれが
　ないと認めるまで。

　五　第一種又は第二種の伝染病が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認め
　たとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

　六　第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校
　医の意見を聞いて適当と認める期間。

（出席停止の報告事項）
第二十一条　令第六条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
　一　学校の名称
　二　出席を停止させた理由及び期間
　三　出席停止を指示した年月日
　四　出席を停止させた幼児、児童、生徒又は学生の学年別人員数
　五　その他参考となる事項

（伝染病の予防に関する細目）
第二十二条　校長は、学校内において、伝染病にかかつており、又はかかつておる疑がある幼児、児童、生徒
又は学生を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十二条の規定による出席
停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。

２　校長は、学校内に、伝染病の病毒に汚染し、又は汚染した疑がある物件があるときは、消毒その他適当な
処置をするものとする。

３　学校においては、その附近において、第一種又は第二種の伝染病が発生したときは、その状況により適当
な清潔方法を行うものとする。



麻しんに関する参考資料

33

第1　総論
1. 予防接種台帳

　市区町村長は、予防接種の対象者について、あらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事
実を証する資料に基づき様式第一の予防接種台帳を作成し、文書管理規程等に従い適正に管理・保存すること。
　なお、予防接種台帳の保存は、５年間とすること。
　
2. 対象者等に対する周知

（1）一類疾病に係る定期の予防接種を行う際は、予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第５条の規定によ
る公告を行い、同令第６条の規定により予防接種の対象者の保護者（以下「保護者」という。）に対して、あ
らかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意
すべき事項、予防接種を受けることが適当でない者、接種に協力する医師その他必要な事項が十分周知さ
れること。その周知方法については、やむを得ない事情がある場合を除き、個別通知とし、確実な周知に
努めること。

（2）保護者に対する周知を行う際は、母子健康手帳の持参、費用等も併せて周知すること。
 　  なお、麻しん及び風しんの第３期、第４期の対象者については、母子健康手帳の持参は必ずしも求めるも
のではないが、接種を受けた記録を本人が確認できるような措置を講じること。

（3）また、近年、予防接種の対象者に外国籍の児が増えていることから、英文等による周知等に努めること。
（4）麻しんについて「麻しんに関する特定感染症予防指針」（平成19年厚生労働省告示第442号）に基づき、予防

接種を受けやすい環境を整え、接種率の向上を図ること。
（5）麻しん及び風しんの予防接種においては、対象者の年齢により、行動範囲や生活様式が大きく異なるため、

行動が自立している第３期、第４期の対象者については、接種に係る本人及び保護者の負担を軽減できる
よう配慮すること。　

3. 予防接種実施状況の把握

（1）既接種者及び未接種者の確認

　　  予防接種台帳等の活用により、予防接種実施計画で設定した接種予定時期を前提として、接種時期に応
じた既接種者及び未接種者の数を早期の内に確認し、管内における予防接種実施状況について的確に把握
すること。

（2）未接種者への再度の接種勧奨

　　   実施通知における実施時期を過ぎてもなお、接種を行っていない未接種者については、疾病罹患予防の
重要性、当該予防接種の有効性、発生しうる副反応及び接種対象である期間について改めて周知したうえ
で、本人及び保護者への個別通知等を活用して、引き続き接種勧奨を行うこと。

（3）定期的な健診の機会を利用した接種状況の確認

　　   母子保健法（昭和40年法律第141号）に規定する健康診査（１歳６か月児健康診査）及び学校保健法（昭
和33年法律第56号）に規定する健康診断（就学時の健康診断）の機会を捉え、市区町村長は、予防接種の対
象となっている乳幼児の接種状況について、保健所又は教育委員会と積極的に連携することにより、その
状況を把握し、未接種者に対しては、引き続き接種勧奨を行うこと。

4. 予防接種に関する周知

　市区町村長は、予防接種制度の概要、予防接種の効果及び副反応その他接種に関する注意事項等について、
十分な周知を図ること。特に、麻しん及び風しんの第３期、第４期の女性への予防接種については、妊娠中の
予防接種は不適当事項であること及び接種後２か月間は妊娠を避けるべき旨を必ず説明すること。

5. 接種の場所

　予防接種については、適正かつ円滑な予防接種制度の施行のため、市区町村長の要請に応じて予防接種に協
力する旨を承諾した医師が医療機関で行う個別接種を原則とすること。ただし、予防接種の実施に適した施設
において集団を対象にして行う集団接種によることも差し支えない。この場合においては、「13　集団接種の際

　定期（一類疾病）の予防接種実施要領（主な関係箇所の抜粋）
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の注意事項」に留意すること。
　なお、市区町村長は、学校等施設を利用して予防接種を行う場合は、市区町村教育委員会等関係機関と緊密
な連携を図り実施する必要があること。

7. 予防接種の実施計画

（1）予防接種の実施計画の策定については、次に掲げる事項に留意すること。
ア　実施計画の策定に当たっては、地域医師会等の医療関係団体と十分協議するものとし、個々の予防接
　種が時間的余裕をもって行われるよう計画を策定すること。
イ　接種医療機関において、予防接種の対象者が他の患者から感染を受けることのないよう、十分配慮す
　ること。
ウ　予防接種の判断を行うに際して注意を要する者（（ア）から（カ）までに掲げる者をいう。以下同じ。）に
　ついて、接種を行うことができるか否かに疑義がある場合は、慎重な判断を行うため、予防接種に関す
　る相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹介する等、一般的な対処方法等について、あらかじめ決定し
　ておくこと。
（ア）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
（イ）予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈した
　ことがある者
（ウ）過去にけいれんの既往のある者
（エ）過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
（オ）接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
（カ）結核に係る予防接種にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑い
　のある者

（2）市区町村長は、予防接種の実施に当たっては、あらかじめ、予防接種を行う医師に対し実施計画の概要、
予防接種の種類、接種対象者等について説明すること。

（3）接種医療機関及び接種施設には、予防接種直後の即時性全身反応等の発生に対応するために必要な薬品及
び用具等を備えておくこと。

8. 対象者の確認

　接種前に、予防接種の通知書その他本人確認書類の提示を求める等の方法により、予防接種の対象者である
ことを慎重に確認すること。
　
9. 予診票

（1）予防接種の実施に際しては、乳幼児・小学生が接種対象となっているジフテリア、百日せき、破傷風、ポリ
オ、麻しん、風しん、日本脳炎又は結核の予防接種については、様式第二予防接種予診票（乳幼児・小学生
対象）を、麻しん及び風しんの第３期、第４期の予防接種のうち、接種を受ける者に保護者が同伴する場合
及び接種を受ける者が既婚者の場合については、様式第三麻しん風しん予防接種予診票（第３期・第４期対
象：保護者が同伴する場合、受ける人が既婚の場合）を、接種を受ける者に保護者が同伴しない場合につい
ては様式第四麻しん風しん予防接種予診票（第３期・第４期対象：保護者が同伴しない場合）（以下「様式第
四予診票」という。）を参考にして予診票を作成すること。

　　   なお、予診票については、予防接種の種類により異なる紙色のものを使用すること等により予防接種の
実施に際して混同を来さないよう配慮すること。

（2）作成した予診票については、あらかじめ保護者に配付し、各項目について記入するよう求めること。
（3）市区町村長は、接種後に予診票を回収し、文書管理規程等に従い適正に管理・保存すること。
　　   なお、予診票は、予防接種実施後５年間保存すること。
（4）麻しん及び風しんの第３期、第４期の予防接種における接種対象者のうち、女性に関しては、予診票中に、

妊娠の事実あるいは可能性に関した質問事項を作成すること。

10. 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者

（1）接種医療機関及び接種施設において、問診、検温、視診、聴診等の診察を接種前に行い、予防接種を受け
ることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かを調べること
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（以下「予診」という。）。
（2）個別接種については、原則、保護者の同伴が必要であること。
　　   ただし、麻しん及び風しんの第３期、第４期の予防接種において、あらかじめ、接種することの保護者
の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた者については、保護者の同伴を要しないものとする。

　　   また、接種の実施に当たっては、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要注意者か否かを確認
するために、予診票に記載されている質問事項に対する回答に関する本人への問診を通じ、診察等を実施
したうえで、必要に応じて保護者に連絡するなどして接種への不適当要件の事実関係等を確認するための
予診に努めること。

　　   なお、麻しん及び風しんの第４期の予防接種のうち、被接種者が既婚者である場合は、この限りではな
い。

（3）乳幼児に対して予防接種を行う場合は、保護者に対し、接種前に母子健康手帳の提示を求めること。
（4）予診の結果、異常が認められ、予防接種実施規則（昭和33年厚生省令第27号）第６条に規定する者に該当

する疑義のある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受け
るよう指示すること。

（5）予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、慎重
に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確実に得ること。

（6）麻しん及び風しんの第３期、第４期の予防接種対象者のうち、女性への接種に際しては、予防接種の不適
当者（特に、妊娠している者等）であるか否かに注意する必要があることから、接種医は、入念な予診が尽
くされるよう、予診票に記載された内容だけで判断せず、必ず被接種者本人に、口頭で記載事実の確認を
行うこと。また、その際、被接種者本人が事実を話しやすいような環境づくりに努めるとともに、本人の
プライバシーに十分配慮すること。　　

11. 予防接種後副反応等に関する説明及び同意

　予診の際は、予防接種の効果、予防接種後の通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接
種健康被害救済制度について、保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い予防接種実施に関して文
書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。
　ただし、麻しん及び風しんの第３期、第４期の予防接種において、保護者が接種の場に同伴しない場合には、
予防接種の効果、予防接種後の通常起こり得る主な副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被
害救済制度についての説明を事前に理解する必要があるため、様式第四予診票を参考に、説明に関する情報を
含有している予診票を作成したうえで、事前に保護者に配布し、保護者がその内容に関する適切な説明を理解
したこと及び予防接種の実施に同意することを当該予診票により確認できた場合に限り接種を行うものとする
こと。
　なお、麻しん及び風しんの第４期の予防接種のうち、被接種者が既婚者である場合は、被接種者本人の同意
にて足りるものとする。
　
12. 接種時の注意

（1）予防接種を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。

ア　予防接種に従事する者は、手指を消毒すること。
イ　接種液の使用に当たっては、有効期限内のものを均質にして使用すること。
ウ　バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した後、栓を取り外さないで吸引するこ
　と。ただし、経口生ポリオワクチンにあっては、栓を取り外し、直接バイアルから一人分ずつ経口投与
　器具に取り、接種すること。
エ　接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分をあらかじめアルコール消毒すること。
オ　ポリオ及び結核以外の疾病に係る予防接種にあっては、原則として上腕伸側に皮下接種により行う。
　接種前には接種部位をアルコール消毒し、接種に際しては注射針の先端が血管内に入っていないことを
　確認すること。同一部位への反復しての接種は避けること。
カ    （省略）
キ　接種用具等の消毒薬は、十分な濃度のものを使用すること。

（2）被接種者及び保護者に対して、次に掲げる事項を要請すること。

ア　接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注意し、又は注意させること。
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イ　接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速やかに医師の診察を受け、又は受けさ
　せること。
ウ　保護者は、イの場合において、被接種者が医師の診察を受けたときは、速やかに当該予防接種を行っ
　た市区町村担当部局に連絡すること。

13. 集団接種の際の注意事項

（1）実施計画の策定

　予防接種の実施計画の策定に当たっては、予防接種を受けることが適当でない者を確実に把握するため、
特に十分な予診の時間を確保できるよう留意すること。

（2）接種会場

ア　冷蔵庫等の接種液の貯蔵設備を有するか、又は接種液の貯蔵場所から短時間で搬入できる位置にある
　こと。
イ　二種類以上の予防接種を同時に行う場合は、それぞれの予防接種の場所が明瞭に区別され、適正な実
　施が確保されるよう配慮すること。　　

（3）接種用具等の整備

ア　接種用具等、特に注射針、経口投与器具、体温計等多数必要とするものは、市区町村が準備しておく
　こと。
イ　注射器は、２cc以下のものを使用すること。
ウ　接種用具等を滅菌する場合は、煮沸以外の方法によること。

（4）予防接種の実施に従事する者

ア　予防接種を行う際は、予診を行う医師１名及び接種を行う医師１名を中心とし、これに看護師、保健
　師等の補助者２名以上及び事務従事者若干名を配して班を編制し、各班員が行う業務の範囲をあらかじ
　め明確に定めておくこと。
イ　班の中心となる医師は、あらかじめ班員の分担する業務について必要な指示及び注意を行い、各班員
　はこれを遵守すること。

（5）安全基準の遵守

　市区町村長は、医療機関以外での予防接種の実施においては、被接種者に副反応が起こった際に応急対
応が可能なように下記における安全基準を確実に遵守すること。
ア　経過観察措置

　市区町村長は、予防接種が終了した後に、短時間のうちに、被接種者の体調に異変が起きても、その場
で応急治療等の迅速な対応ができるよう、接種が終わった者の身体を落ち着かせ、本人、接種に関わった
医療従事者又は実施市区町村の職員が接種が終わった者の身体の症状を観察できるように、接種後ある程
度の時間は接種会場に止まらせること。
イ　応急治療措置

　市区町村長は、予防接種後、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれん等の重篤な副反応が見ら
れたとしても、応急治療ができるよう、救急処置物品（血圧計、静脈路確保用品、輸液、エピネフリン・抗
ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副腎皮質ステロイド剤等の薬液、喉頭鏡、気管チューブ、蘇生バッグ等）を
準備すること。
ウ　救急搬送措置

　市区町村長は、被接種者に重篤な副反応が見られた場合、速やかに医療機関における適切な治療が受け
られるよう、医療機関への搬送手段を確保するため、市区町村にて保有する車両を活用すること又は、事
前に緊急車両を保有する消防署及び近隣医療機関等と接種実施日等に関して、情報共有し、連携を図るこ
と。

（6）保護者の同伴要件

　集団接種については、原則、保護者の同伴が必要であること。
　ただし、麻しん及び風しんの第３期、第４期の予防接種において、あらかじめ、接種することの保護者
の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた者については、保護者の同伴を要しないものとする。
　また、接種の実施に当たっては、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要注意者か否かを確認
するために、予診票に記載されている質問事項に対する回答内容に関する本人への問診を通じ、診察等を
実施したうえで、必要に応じて保護者に連絡するなどして接種への不適当要件の事実関係等を確認するた
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めの予診に努めること。
　なお、麻しん及び風しんの第４期の予防接種のうち、被接種者が既婚者である場合は、この限りではな
い。

（7）予防接種を受けることが適当でない状態の者への注意事項

　予診を行う際は、接種場所に予防接種を受けることが適当でない状態等の注意事項を掲示し、又は印刷
物を配付して、保護者等から予防接種の対象者の健康状態、既往症等の申出をさせる等の措置をとり、接
種を受けることが不適当な者の発見を確実にすること。

（8）女性に対する接種の注意事項

　麻しん及び風しんの第３期、第４期の予防接種対象者のうち、女性への接種に際しては、予防接種の不
適当者（特に、妊娠している者等）であるか否かに注意する必要があることから、接種医は、入念な予診が
尽くされるよう、予診票に記載された内容だけで判断せず、必ず被接種者本人に、口頭で記載事実の確認
を行うこと。また、その際、被接種者本人が事実を話しやすいような環境づくりに努めるとともに、本人
のプライバシーに十分配慮すること。

14. 予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付

（1）予防接種を行った際は、予防接種法施行規則（昭和23年厚生省令第36号）に定める様式による予防接種済
証を交付すること。

（2）予防接種を行った際、母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、（１）に代え母子健康手帳に予防接種の
種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記載すること。   

15. 16.（省略）

17. 都道府県の麻しん対策の会議への報告

　「麻しんに関する特定感染症予防指針」（平成19年厚生労働省告示第442号）に基づき、都道府県知事は、管内
市区町村長と連携し、管内における麻しんの予防接種実施状況等を適宜把握し、都道府県を単位として設置さ
れる麻しん対策の会議に速やかに報告すること。

18. 他の予防接種との関係

（1）三価混合の経口生ポリオワクチン、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、
乾燥弱毒生風しんワクチン又は、経皮接種用乾燥BCGワクチンを接種した日から別の種類の予防接種を行
うまでの間隔は、27日以上置くこと。沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン、日本脳炎ワクチ
ン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを接種した日から別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、
６日以上置くこと。

（2）二種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種（混合ワクチンを使用する場合を除
く。）は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。

第2　各論
1. 2.（省略）

3. 麻しん又は風しんの予防接種

（1）対象者

 ア　麻しん又は風しんの第１期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン
　若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
　に対し、１回行うこと。この場合においては、早期の接種機会を確保すること。
イ　麻しん又は風しんの第２期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン
　若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、５歳以上７歳未満の者であって、小学校就学の
　始期に達する日の１年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの（小学校就学前の１年間
　にある者）に対し、１回行うこと。
ウ　麻しん又は風しんの第３期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン
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　若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、13歳となる日の属する年度の初日から当該年度
　の末日までの間にある者に対し、１回行うこと、この場合においては、４月から６月の間に接種を受け
　るよう促すこと。

エ　麻しん又は風しんの第４期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン若し
くは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日
までの間にある者に対し、１回行うこと、この場合においては、４月から６月の間に接種を受けるよう促
すこと。

（2）混合ワクチンの使用

麻しん及び風しんの第１期、第２期、第３期又は第４期の予防接種において、麻しん及び風しんの予防接
種を同時に行う場合は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用すること。

（3）接種液の用法

乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン及び乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンは、溶
解後にウイルス力価が急速に低下することから、溶解後速やかに接種すること。

（4）一部の疾病に既罹患である場合の混合ワクチン接種

麻しん又は風しんの既罹患者においては、既罹患疾病以外の疾病に係る予防接種のために既罹患疾病に対
応するワクチン成分を含有する混合ワクチンを使用することを可能とする。

4. 5.（省略）
※各様式も省略している。


